
省

令

改

正

後

改

正

前

（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
）

（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
）

第
五
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

は
、
標
示
温
度
が
七
十
五
度
以
下
で
種
別
が
一
種

の
も
の
と
す
る
。

第
五
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

は
、
標
示
温
度
が
七
十
五
度
以
下
で
作
動
時
間
が

六
十
秒
以
内
の
も
の
と
す
る
。

（
設
置
の
免
除
）

（
設
置
の
免
除
）

第
六
条

令
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず

れ
か
の
と
き
と
す
る
。

第
六
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を

特
定
小
規
模
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防

火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設

備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令

第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該

技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

﹇
新
設
﹈

四

﹇
略
﹈

三

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍

線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

テ
ン
サ
イ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

テ
ン
サ
イ
シ
ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
作
付
け
の
禁
止
）

（
作
付
け
の
禁
止
）

第
三
条

防
除
区
域
に
お
い
て
は
し
ょ
く
よ
う
だ
い

お
う
、
ト
マ
ト
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
あ
ぶ
ら
な
属

植
物
及
び
ふ
だ
ん
そ
う
属
植
物
（
以
下
「
し
ょ
く

よ
う
だ
い
お
う
等
」
と
い
う
。）の
作
付
け
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
条

防
除
区
域
に
お
い
て
は
、
し
ょ
く
よ
う
だ

い
お
う
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
、
あ
ぶ
ら
な
属
植
物
及

び
ふ
だ
ん
そ
う
属
植
物
（
以
下
「
し
ょ
く
よ
う
だ

い
お
う
等
」
と
い
う
。）の
作
付
け
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

附

則

附

則

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

第
二
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十

一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の

時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
二
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十

一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の

時
ま
で
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成年月日 木曜日 第号官 報
〇
総
務
省
令
第
十
一
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
用
防

災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

住
宅
用
防
災
機
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省

令
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

〇
文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
令
第
一
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
及
び
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
二
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

を
廃
止
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
廃

止
す
る
省
令

大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

六
年
文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日（
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
十
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
テ
ン
サ
イ
シ
ス
ト
セ

ン
チ
ュ
ウ
の
緊
急
防
除
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛




		2019-02-27T15:27:10+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




